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省エネ家電
に買換えて“エコ”、環境

や家計の笑顔“ニコッ”を

たくさん増やそう！

５

秦野市民のみなさま限定!!
省エネ対象製品への買換えに対して
上限

万円を補助します。

事前審査：2026. 7. 1.wed 2027.2.12.fri

交付申請：事前審査後から、2027.3.12.fri
※下段の『申請フロー』を必ずお読みいただき、手続きを始めてください。

受付期日が異
なりますので
ご注意くださ
い!!

省エネ家電は、環境や家計を笑顔にする？！
例えば、10年前の旧式家電と最新家電を比較するとその差は歴然！！
電気代で約5,000円/年、CO2の排出量では約50kg/年も減らすことができます。（環境省HPから引用）
この機会に、環境や家計にやさしい省エネ家電と一緒に“ライフスタイル”を見直してみませんか？

補助金の概要 ＆ 申請フロー

買換え促進キャンペーン

省エネ大使(妖精)

「もりりん」

既存の家電から、省エネ性能の高い家電に買換えた市民に対して補助金を交付します。

【申請条件】秦野市民（要件は裏面参照）であれば、世帯単位※で申請が可能。※１世帯１回まで

【補助金額】省エネ家電製品（価格が税抜５万円以上が対象）及び設置工事費の合計×１／３の額
上限５万円／１世帯につき合計２台まで。※一部加算措置あり

【対象家電】エアコン・冷蔵庫の２製品。市内販売店での購入に限ります!!

補助金の概要

補助金の交付までに、２回の申請行為が必要となります。

【①事前審査】購入予定の省エネ家電製品が補助対象となるかなどの確認のために実施します。
→審査後、「購入の手引き」を送付しますので、そのまま販売店へLet‘s らGo！

【②交付申請】製品の購入・設置完了後、速やかに補助金の交付申請を行ってください。
→申請書類の審査後、指定口座へ補助金をお振込みいたします。（決定通知書にてお知らせします。）

申請フロー(重要！)

問合わせ：〒257-8501 秦野市桜町1-3-2 秦野市環境共生課(西庁舎１F) tel:0463-82-5283（専用ダイヤル）
e-mail:k-kyousei@city.hadano.kanagawa.jp【必ず件名に「省エネ家電」と入力してください。】

販売店で対象家電の可否を
確認する場合は、ココ の
数字をチェック。

多段階評価点等は、
専用サイトでも、
簡単にチェックで
きます。↓

統一省エネラベル

詳細はコチラ
（秦野市HP)へ→
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STEP 01 （買い換え前）事前審査書を提出

事前審査から申請まで

□ 補助要件を確認
①本市に住民票を有すること
②申請時点で市税の滞納がないこと

もしくは非課税世帯であること
③市内の販売店で購入をするものであること

□ 補助対象製品を確認
統一省エネラベルの多段階評価点により、

「3.0」以上あることを確認してください。

（確認するサイトは表面を参照）

STEP 02 市から「事前審査確認書」を送付

STEP 04 STEP 03

□ 事前確認書の内容を確認
補助の対象となる方に、市から以下の書類を

送付します。

・事前審査確認書（第２号様式）
・事前審査書の写し
・申請書兼請求書（第３号様式）
・申請書兼請求書の記入例
・対象経費簡易算定メモ

□ 事前確認書到着後、設置工事をする

□ 交付申請書に必要な書類をそえて
提出

□ 申請の期限は、令和９年３月１２日
までです。

設置工事 → 交付申請補助金の交付

□ 交付決定書により連絡
・指定口座もしくはOMOTANポイント(※)に交付

注 意 点 ！

① OMOTANポイントでの交付は、交付額すべてをOMOTANポイントで
交付し、一部をポイントで交付することはできません。

② 本補助により付与されたOMOTANポイントは、使用期限があり、
令和９年３月22日（月・祝）までとなり、以降は自動失効となりま
すので、ご注意ください！

交付申請時に必要な書類

・事前審査確認書
・領収書等の写し
・納品書・配送伝票の写し
・リサイクル券の写し
・振込指定口座の写し（現金の場合）

交付金の額（参考）
〇基本額
・省エネ家電の購入費＋設置費の1/3（税抜）

→ ５万円まで（千円未満切り捨て）

〇加算額
・市内に本店を有する店舗での購入 → １万円
・OMOTANポイントでの交付 → ５千ポイント
・非課税世帯の購入 → １万円
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